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「アレルギー疾患対策基本法」が2014年6月20日に成立し、
2015年12月25日より施行されています。対策推進協議会も
定期的に開催され、アレルギー疾患対策を総合的に推進すると
されています。このように国のお墨付きとなったアレルギー対策
ですが、今回は同基本法の内容やアレルギー総合ガイドライン
2016（一社:日本アレルギー学会作成）より、様々なアレルギー
疾患の患者さん数推移などを調べてみました。
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症状がいっこうに改善されず長びく治療にイライラが募り先行きを
悲観…ちょっと待った！全国約600万人（※）の方があなたと同じ悩み
をかかえています。ここはみんなで「連帯」し、ささえあいましょう。
日本アトピー協会をそのコア＝核としてご利用ください。
※H12～14年度厚生労働科学研究によるアトピー性皮膚炎疫学調査より推計。

患者さんからのご相談はいつでもお受けします。

◆協会は法人企業各社のご賛助で運営しております。　◆患者さんやそのご家族からのご相談は全て無料で行っております。

電　話：06-6204-0002　ＦＡＸ：06-6204-0052
メール：jadpa@wing.ocn.ne.jp　
お手紙は表紙タイトルの住所まで、なおご相談は出来るだけ
文面にしてお願いします。電話の場合はあらかじめ要点を
メモにして手みじかにお願いします。（ご相談は無料です。）
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◆ アレルギー患者さんの現状
　アレルギー疾患対策基本法とは
　アレルギー疾患患者の動向
　（気管支喘息・アレルギー性鼻炎）
　（アレルギー性結膜炎・アトピー性皮膚炎）
　（食物アレルギー・ラテックスアレルギー・アナフィラキシー）

◆ 法人賛助会員様ご紹介　第36回

◆ ハーイ！アトピーづきあい40年の友実です 
 （フリーアナウンサー関根友実さん・第30回）
◆ ちょっと気になるニュース
 （禁止！の「噛み与え」でアトピーにならない!?）
◆ ドクターインタビュー
 大阪市立大学大学院医学部研究科皮膚病態学(皮膚科)教授　鶴田　大輔先生
◆ ATOPICS
 恒例　秋のリクレーションに行ってきました！
 第２３回アレルギー週間市民公開講座in大阪のご報告
 ブックレビュー

………………………………………………………………………

アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。

 食物アレルギー 
日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。

アレルギー患者さんの現状アレルギー患者さんの現状

アレルギー疾患対策基本法とは

基本法のはじまり 目的・定義・理念



  総　数 男　性 女　性
 1999年 1,096 596（54％） 500（46％）
 2002年 1,069 558（52％） 511（48％）
 2005年 1,092 550（50％） 542（50％）
 2008年 889 438（49％） 451（51％）

喘息総患者数の推移（千人） （厚生労働省発表）

アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。

 食物アレルギー 
日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。

アレルギー疾患患者数の動向

アレルギー疾患対策推進協議会

賛否両論。検討が続きます。



 1 鳥　取 32.5％ 47 群　馬 12.0％
 2 北海道 32.3％ 46 長　野 12.5％
 3 佐　賀 31.7％ 45 静　岡 14.3％
 3 鹿児島 31.7％ 44 香　川 14.8％
 3 山　形 31.7％ 43 愛　媛 16.6％

通年性アレルギー鼻炎

 1 山　梨 44.5％ 47 北海道 2.2％
 2 高　知 41.2＆ 46 沖　縄 6.0％
 3 栃　木 39.6％ 45 宮　崎 8.2％
 3 埼　玉 39.6％ 44 岩　手 12.1％
 5 静　岡 39.3％ 44 鹿児島 12.1％

スギ花粉症

  1998年 2008年
アレルギー性鼻炎全体 29.8％ 39.4％
花粉症全体 19.6％ 29.8％
スギ花粉症 16.2％ 26.5％
スギ以外の花粉症 10.9％ 15.4％
通年性アレルギー性鼻炎 18.7％ 23.4％

1998年と2008年のアレルギー性鼻炎の有病率（％）

「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」より

法人賛助会員様ご紹介　第36回 敬称略

協会は多くの法人賛助会員様の年会費によって会務を行っており、本紙面を通じまして日頃お世話になっております法人様を順次ご紹介して
おります。関係各位にコメントをお願いしておりますので、ぜひ患者さんへの一言をお願い致します。

KB ツヅキ株式会社
平成25年 ご入会

◆ 所在地　〒530-0001　大阪市北区梅田1-2-2 
◆ 電　話　06-6348-5363
◆ 業　種　衣料用及び工業用の綿糸・複合糸および同織物の
  製造販売
◆ 関連商品　「上質の日常」タオルシリーズ
◆ 一言
KBツヅキ株式会社は、綿紡績を中心とした紡織加工一貫メーカ
ーです。「綿の進化と創造」を掲げ、身近な綿を最新技術で改質
し、より環境と人にやさしい素材にしていく開発を続けています。
推薦いただいています「上質の日常」タオルシリーズは、綿本来の
力を引き出す、酵素を使った当社特許の加工をベースにしており、
柔らかさと吸水性が良く、洗濯しても長く快適にお使いいただけ
ます。

サンスター株式会社
平成25年 ご入会

◆ 所在地　〒569-1195　大阪府高槻市朝日町3-1
◆ 電　話　03-5441-1482
◆ 業　種　化学品
◆ 関連商品　ピュアイズム 寝具のクリーンケアミスト
  お部屋のクリーンケアミスト
◆ 一言　ピュアイズムは除菌・消臭だけではケアできない、目に見
えないほこり対策ができる製品。
寝具のクリーンケアミストはお手入れ後の寝具類にスプレーする
だけでダニのフンや死がい・スギ花粉に直接働き、有害作用を低
減、さらにダニを寄せ付けにくくする効果があります。
お部屋のクリーンケアミストは、お掃除後のお部屋の布製品にス
プレーするだけでカビ・ダニのフンや死がい・スギ花粉に直接働き、
有害作用を低減する効果があります。

アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。
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 食物アレルギー 
日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。



  通年性アレルギー鼻炎 スギ花粉症

 滋　賀 20.8％（15位） 26.4％（27位）

 京　都 23.7％（26位） 32.8％（38位）

 大　阪 22.0％（21位） 25.2％（24位）

 兵　庫 25.1％（31位） 20.5％（16位）

 奈　良 27.8％（41位） 35.0％（41位）

 和歌山 25.2％（32位） 20.3％（15位）

世界中のアトピー性皮膚炎有症率（6～7歳） 90都市による調査

  多い国 少ない国
 1位 スウェーデン （18.4％） イラン （1.1％）
 2位 日　　本 （16.9％） アルバニア （2.5％）
 3位 ニュージーランド （14.7％） インド （2.7％）
 4位 イギリス （13.0％） シンガポール （2.8％）
 5位 タ　　イ （11.9％） スペイン （3.3％）

世界中のアトピー性皮膚炎有症率（13～14歳） 153都市による調査
  多い国 少ない国
 1位 ナイジェリア （17.7％） アルバニア （0.8％）
 2位 イギリス （15.8％） 中　　国　 （1.2％）
 3位 フィンランド （15.6％） インドネシア （1.2％）
 4位 スウェーデン （14.5％） 台　　湾　 （1.4％）
 5位 アイルランド （13.6％） グルジア （2.5％）

 9位 日　　本 （10.5％） 

近畿２府４県（少ない地域からみた順位）

「Williams H, et al. J Allergy Clin Immunol. 1999」より

アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。

 食物アレルギー 
日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。



  食物アレルギー アナフィラキシー
小学校  210,461 （4.5％） 28,280 （0.6％）
中学校･中等教育学校 114,404 （4.8％） 10,254 （0.4％）
高等学校  67,519 （4.0％） 4,245 （0.3％）

合　計  453,962 （4.5％） 49,855 （0.5％）

アレルギー疾患罹患者（有症者）数（人）

  2001年 2006年 2011年 2013年
 ハ チ 刺 傷 26 20 16 24
 食　　　物 3 5 5 2
 医　薬　品 17 34 32 37
 血　　　清 0 1 0 1
 詳 細 不 明 12 6 18 13

アナフィラキシーショックによる死亡数（人）

厚生労働省 人口動態統計「死亡数､性･死因（死因基本分類）別」より

アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。

2017年3-4月号
 食物アレルギー 

日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。

様々なアレルギー対策に期待!!



アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。

次号発行予定　5月12日
通信紙「あとぴいなう」は積極的な治療への取り組みと自助努力を促すことを趣旨とし多くの
患者さんに読んでいただきたく無料でお届けしております。ご希望の方はお届け先・お名前・電
話番号やメルアドなどをお知らせください。患者さん・医療従事者の方に限定しておりますが
一般の方もご希望でしたらご連絡ください。スクリーニングの結果、お届け出来ない場合もあり
その節はご容赦ください。なお協会ホームページからもお申し込みいただけます。

 食物アレルギー 
日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。

　2020年オリンピックが東京で開催されること
を契機として、喫煙問題がヒートアップしていま
す。日本医師会や禁煙推進学術ネットワーク
などの団体は、国や東京都に公共空間での
屋内完全禁煙を定める受動喫煙防止法・条
例の制定を求めています。飲食店やコンビニ
エンスストアなどの事業者は厳格すぎるので
はないかと反論していますし、喫煙者の人た
ちは分煙の進んだ時代において既に肩身の
狭い思いをしているので、どこに自由があると

いうのかと追いつめられた心境に置かれている人もいることでしょう。
実際に全面禁煙のお店も増えて、コンビニの前の喫煙スペースでは、
たくさんの愛煙家たちが肩を寄せ合い、紫煙をくゆらせひと時の安ら
ぎを楽しんでおられます。昨今では百害あって一利なしと言われるこ
との増えた煙草ですが、リラックス作用も大きいですし、ドーパミンやセ
ロトニンなどの幸福感を得られる脳内物質が分泌されますので、それ
を一利なしというのはあまりにも一方的なように思われます。
　問題は他者にとっての健康被害につながること、この一点に尽きま
す。ご自身の健康被害も問題ですが、そこは自己責任の範疇で何と
か取り組んでいくべき問題であると思います。分煙していても、結局は
同じ空間の中で副流煙が上空から禁煙スペースへと流れ込んでくる
し、すでに喫煙者の衣類や家具などに染み付いた有害物質によって
健康被害を生じることもあるので問題は複雑です。煙草や香水など
の化学物質を抗原としてアレルギー反応を起こす症状を化学物質過
敏症と言いますが、微量でも反応してしまう人もいますし、重度の発作
を起こす人もいます。
　私自身の症状としては、ヘビースモーカーの患者さんとカウンセリン
グをしている時に、禁煙で行われますが密室ですので、患者さんの衣
類に染み込んだ煙草の物質を徐々に体内に取り込んでいってしま
い、１５分ほど経過したころに喘息の症状が起きます。その時点です
ぐに白衣のポケットに忍ばせている気管支拡張剤を吸入します。イ
メージとしては、徐々に物質が蓄積されていき、ある一線を超えると発
症する感じです。嗅覚障害ですので、どの患者さんがヘビースモー
カーなのかを瞬時に判断することが難しく、喘息が起きて初めてそう
かと気づきます。その患者さんとお会いするときには、事前に強めの薬
を飲んで予防に備えることも心がけています。
　大切なのは、お互いを思いやること、互いの痛みに思いを馳せるこ
とだと思います。原理原則ではなく、様 な々ケースがあることをイメージ
した上で、出来るだけお互いが健康で、共生しあえる世の中がいいで
すね。コンビニ前で寒空の下、肩を寄せ合って喫煙されている方 を々
見ていると、胸を張って吸っていただけるような完全密室タイプでか
つ閉塞感のないお洒落な空間があればなあと願うばかりです。

元朝日放送アナウンサー。女性初の全国高校野球選手権大会の実況を行う。
現在は臨床心理士として心療内科に勤務。フリーアナウンサーとしてもテレビ・
ラジオで活躍中。アトピー性皮膚炎･アトピー白内障･アレルギー性副鼻腔炎･アレ
ルギー性気管支喘息･蕁麻疹など、幼少期より様々なアレルギー疾患を経験。
現在も家庭と子育て、仕事、自らのアレルギーに奮闘中。

俄かに信じられない論文が発表されました。先日、大変お世
話になっている皮膚科専門医先生のクリニックにお伺いした
時に教えて頂きました。論文名「児童のアレルギーリスクと乳
幼児期の噛み与えの負の関連性：横断研究」長崎県立大学大
学院人間健康科学研究科久保良美･吉澤和子先生によるご発
表です。また先日開催された、日本皮膚科学会大阪地方会総
会で「平成28年度アトピー性皮膚炎臨床疫学研究奨励賞」を
受賞されています。乳幼児への「噛み与え」は、虫歯菌や歯周
病菌などの口腔内微生物が感染するので禁止!と歯科医や産
科の先生からお母さん方はアドバイスを受けられたと思いま
す。現在50歳代の方なら「噛み与え」してもらった方もおられ
るかもですが、虫歯菌は貰ってもアトピー予防をして貰ってい
たとは。過去にスウェーデンの研究で、両親が一旦口に含んだ
おしゃぶりを乳児に与えるとアトピー性皮膚炎の発症率が有
意に抑制されたという報告も小紙でご紹介したのですが、今
回それを裏付けるような報告となっています。調査は小学生
１～６年生845名とその保護者が対象。「噛み与えの有無」児
童の「アレルギーの有無」、保護者の「感染知識の有無」につ
いてアンケート回答を実施。また、喘息･アトピー性皮膚炎･花
粉症･食物アレルギー･口腔アレルギーの疾患別に「噛み与
え」との関連性を分析。対象者の内、何らかのアレルギー症状
がある児童は197名(全体の27.5％)内訳＝花粉症(41.0％)・
アトピー性皮膚炎(32.1%)・口腔アレルギー(10.4％)・食物ア
レルギー(6.6%)となっていました。解析方法は、クロス集計を
用いてｐ＜0.05を有意差ありとし、有意差があった項目をロジ
スティック回帰分析によりリスク解析を行ったとされていま
す。この辺りは先生方にお任せするとして、その結果「アトピ
ー性皮膚炎の有無」と「噛み与えの有無」に有意な関連が見
られ、その他のアレルギー疾患には有意差が見られなかった
と報告されています。結論として、『乳幼児期に「噛み与え」を
しないことで齲蝕（うしょく）予防･歯周病予防に繋がるが、ア
レルギー発症リスクを高める可能性が推測される。今後さら
に研究を進め、保護者の唾液とアトピー性皮膚炎発症率低減
のメカニズムをアレルギー予防と齲蝕予防･歯周病予防の両
面から解明していくことが必要である。また、さらなる追跡調
査を行う必要がある』とされています。皆さんには今さらの情
報かもしれませんが、一度お母さんに「噛み与えってしてくれ
た？」って聞いて頂きたいところですね。

気になるニュース気になるニュース
禁止！の『噛み与え』でアトピーにならない!?

フリーアナウンサー 関根 友実
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アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。

2017年3-4月号
 食物アレルギー 

日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。

………………………………………………………………………

鶴田先生は大阪市立大学大学院医学研究科で、自己免疫性水疱
症や乾癬の治療を専門とするドクターとして活躍されておられ
ます。ご専門の分野の治療や、アトピー性皮膚炎についてお話を
伺いました。

鶴田　大輔（つるた  だいすけ）先生

大阪市立大学大学院医学研究科　皮膚病態学（皮膚科）教授

鶴田　大輔（つるた　だいすけ）先生のプロフィール
　　　　　　　　　　大阪市立大学大学院医学研究科　皮膚病態学（皮膚科）　教授

【学会】
日本皮膚科学会認定専門医
日本皮膚病理組織学会理事　他
【経歴】
1992年 大阪市立大学医学部　卒業
1998年 寺元記念病院皮膚科医長
1999年 大阪市立大学大学院医学研究科博士課程修了
 医学博士
2000～2003年 米国ノースウエスタン大学細胞分子生物学
  教室博士研究員
2003～2005年 大阪市立大学病院講師
2006～2011年 大阪市立大学大学院講師
2011年 久留米大学准教授
2013年 大阪市立大学大学院教授、久留米大学客員教授
2015年 大阪市立大学医学部付属病院病院長補佐
現在　大阪市立大学大学院医学研究科　皮膚病態学（皮膚科）
教授、病院長補佐

　高校生の時に入院したことがあります。その頃の医学は、当時の段
階でもかなり解明が進んでおり癌以外は治るものなんだろうと素人な
がらに思っていました。ところが自分が病気になって実際はまだまだ分
からないことがたくさんあるということを身をもって体験し、主治医の先
生が「難しい病気でも今できるベストを尽くして治療をしてくれる」こと
に感銘を受け、医学部を目指そうと思いました。医学部に入ってみる
と、医学は本当に幅広くいろんな領域があり、その中で様々な病態が
関係する病気に興味を持つようになりました。実習中に皮膚科の疾
患の幅広さや全身の疾患との関係、医学は命にかかわる病気の研
究が中心のようですが、生活の質を低下させるような病気というもの
があることを知り、そういう病気と闘っていくことに生きがいを感じるん
じゃないかと思い皮膚科医を選択しました。

　自己免疫性水疱症は、大きく分けると天疱瘡と類天疱瘡の２つに
分かれます。私は、そのうち類天疱瘡を専門として研究しています。
卒業後、留学を経て研究や臨床を発表したり論文を書いたりしなが
ら多くの患者さんを診察していく中、この分野で日本の代表的な久留
米大学の橋本隆教授のもとで准教授として1年程一緒に研究させて
いただいて現在に至っています。以前は生命予後が難しい疾患でし
た。ステロイドが治療に用いられ、その後、免疫抑制剤やいろんな治
療が盛んになってきましたが、それでも命にかかわる方はまだいらっ
しゃいます。一度発症すると完治は非常に難しく、発症の原因は分か
りませんが、その後の経過は日本の研究も含め皆解明に努めていま
す。診断には皮膚の検査とかなり特殊な血液検査が必要です。検査
結果を解析し治療法を決めていくので、診断は専門性が必要な病気
です。適当に診断していると大変なことになる病気の代表的なものの
一つです。
　乾癬はやっと研究も進み解明しやすくなりました。生物製剤ができ
てこの5年で乾癬の治療は劇的に変わったと言えます。40代女性の
患者さんで生物製剤（注射療法）の治療をされた方がおられます。全
身の50％に乾癬の症状がありました。ネオーラルを服用していました
があまり改善されず、ご本人はずっとイライラしていて自分の人生に対
しても恨みや怒りを感じてしまっているような状態でした。しかし、決心
して生物製剤の治療を始めると1週間ぐらいで症状が無くなり、ほぼ
外用薬も必要なく過ごすことができました。この薬と出会って彼女は
性格も明るく変わりましたよ。皮膚科医からすると薬を塗るのは当たり
前のことだと思っていますが、皮膚が落屑状態で外用薬を毎日塗ると
いうことがどれぐらい負担になっているのかをその患者さんから学び
ました。今は3か月に1回治療を続けなくてはいけませんが、乾癬は製
剤が増えてきたので将来的に変わっていくかもしれないですね。アト
ピー性皮膚炎は、水疱症や乾癬と同じ免疫異常ですが、関係するリ
ンパ球が違うので特に関連性はありません。しかし症状がある場合は
速やかに専門の医師に診てもらうことが大切です。

　実感として、アトピー性皮膚炎の患者数は増えていると思います。
統計的にも増加しているということになっていますね。最近の特徴と
しては、痒みを特に訴える方が増えているように感じます。アトピー性
皮膚炎の痒みだけでなく、皮膚病はなくても感覚がおかしくて痒い
感覚異常症という疾患があり、その症状が重なっている方もいるよう
な印象があります。あとは、外用薬の使い方が上手くなった人が多い

ですね。これは薬の塗り方の指導が良くなっているのだと思います。
フィンガーティップユニットの概念や、プロトピックの上手な使い方が周
知されてきたことなど、コントロールがうまくいく人が増えてきたと感じて
います。ただ、重症で既存の治療ではコントロールができない方も
いて、そこは今の課題だと思っています。薬の研究は進んでいるの
で、今後数年で重症の方にもメリットのある時代が必ず来るだろうと
希望を持っています。
　皮膚疾患を持っているということは、周りが思うより心のダメージが
大きいと患者さんを診ていて感じています。だから、心のケアとまでは
言わないけれど、長く診てもらえる相性のいい医者を見つけて、その
先生と一緒に治していくことを心がけてほしいと思います。アトピーは
研究が非常に盛んな分野だから、治療は今後確実に進歩するはず
です。なので、悲観的にならず医学の進歩に期待して、今できる治療
をしっかりやって、医者や同じような症状の方と悩みを共有しながら生
活していく環境をつくっていけば、未来は明るいと私は思っています。

　趣味でホルンを演奏しています。学生時代はオーケストラ部で、卒
業後も市民オーケストラで演奏していました。講師になって続けられな
くなりましたが、皮膚科医で集まって2年に1回オーケストラを行うなど
して楽しんでいます。
　過去に、私が代診で行った病院で、金管楽器奏者でアトピー素因
を持った中2の子が、金属アレルギーで口がかぶれるようになりやめる
ように言われていました。マウスピースの材質を変更したり、加工する
などの対処法があるのでそんなことでやめる必要はないのですが、
業界では知られているのに皮膚科医が知らないというのは困るなと
思い学会でも発表しました。今回は私がたまたま知っていましたが、
アレルギーの人のための代替えがあることを皮膚科医が知っていれ
ば、やめることがなかったというケースもあるんじゃないかなと思い
ます。楽器に限らず、いろんな趣味の人がいますよね。業界では当た
り前だけど医者には普及していないことがあると思うので、できるだけ
患者さんが仕事や趣味をあきらめなくていいように情報を共有して
いきたいですね。

̶ 先生の趣味など教えていただけますか？

本日は、貴重なお話ありがとうございました。

̶ 自己免疫性水疱症と乾癬について教えてください。

̶ 先生が皮膚科医を目指されたきっかけなどございますか？

̶ 最近のアトピー患者さんの診察でお気づきの点などござい
ますか？また患者さんへのアドバイスなどお願いします。



紙面の関係上、毎年ご報告が遅くなりますが、昨年10月23日、恒例と
なっております秋のリクレーションに協会患者会員さんとご一緒して参り
ました。今年も北浜に集合頂き、チャーターした大型バスで大阪府能勢町
にある汐の湯温泉に伺って来ました。阪神高速を使うと１時間程度で山間
の景色となって、大阪にもまだまだ心和む風景が身近にあり、日常の雑多
な風景から少し解放された気分でした。まずは駅の道にて現地集合の方
と合流。早速、お土産に地元のお野菜やお米などなどを物色したり、マロ
ンソフトにも舌つづみ。
温泉に入る前に今回は、皆さんと一緒に童心に返り秋の味覚栗拾い体験
をして参りました。大型バスの運転手さんの腕の見せ所というような細い
道を通って栗の木がある小高い丘へ到着。簡単な説明を聞き、いざ栗拾
いへ。栗にばかり気が行っていると、足元を取られ滑り落ちたり栗のイガ
を踏みつけたりと、皆さん結構夢中で栗探し。配られたネットの袋一杯ま
で持ち帰りOKとのことで、大きいサイズの栗を選り分け、小さい栗と入
れ替えて、何とかネット一杯の戦利品をゲット。蒸し栗や栗ごはん、栗入り
の蒸しパンを作られた方もおられ、和栗の美味しさも堪能しました。
汐の湯温泉に到着後は自由に温泉に入って頂き、ちょっと遅めのお昼ごは
んをいただきました。今回は、
ちょっと豪華に国内産の松茸
入り地鶏のすき焼きを堪能。栗
に鶏肉に卵、松茸と食物アレル
ギー推奨表示ばかりの食品と
なりましたが、事前に皆さんへ
の確認も済ませておりました
ので、美味しく頂きました。
ほんの一時の日帰り旅行でし
たが皆さんとご一緒にワイワ
イ・がやがや、楽しい一日を過ご
して参りました。

2015年4月に放送されたNHKスペシャル「新アレ
ルギー治療」の内容より編集されています。放送を
見られた方も多いと思いますが、取材班にも特に子
育て中のお母さん方から大きな反響が寄せられまし
た。帯書きの、今までの常識を覆す画期的な内容で
編集されています。そのカギとなる制御性Ｔ細胞(Ｔ
レグ)は、大阪大学免疫学フロンティア研究センター
の坂口志文教授らの研究グループによって発見され
ました。アレルギー症状は、免疫細胞が過剰に反応し
体内に侵入した異物でない物まで排除します。しか
し全ての物質に反応すれば栄養素まで排除され、坂
口教授は「排除する細胞がいるなら、その攻撃を止
める細胞もいるはず」と考え免疫細胞を制御するＴレ
グ細胞を発見。取材班は、アメリカのインディアナ州の一部に住むドイツ移民を
祖とし、宗教上の理由から現在も電気や電話などの文明の利器を避け、牧畜や農
業の自給自足生活をするアーミッシュという民族の取材で、花粉症が20分の１。
アトピー性皮膚炎では10分の１の患者数である事、また彼らにはＴレグ細胞が非
常に多い事が判明。Ｔレグ細胞の発見は、ノーベル賞も期待の大発見と云われて
います。

【タイトル】　「アレルギー医療革命」 【著者】NHKスペシャル取材班
【出版社】㈱文藝春秋　【定価】本体1300円＋税

竹屋町森歯科クリニック院長の著書。舞鶴市の人口
8万人の小さな町の歯医者さんながら３ヵ月先まで
予約が取れないそうです。「唾液は、副作用のない唯
一の万能薬だ！」という先生のお言葉。ちょっと言い
過ぎ？と次を読むと「元気な赤ちゃんはヨダレが溢れ
ています」「目に力のある元気な子どもは、唾液が沢
山出ています」「元気な高齢者は、例外なく良好な唾
液が出ています」と断言されています。確かにそう
云われればと読み進むと、口は消化器官としての臓
器で噛むことによって唾液に含まれる消化酵素で食
物の消化がスタート。ところが噛む回数が減ったり、
口をしっかり動かし使わないと口自体の機能が落
ち、唾液の分泌も少なくなるとの事。様々な発がん
物質を唾液に30秒間浸けると、発がん作用が急激
に低下する程の毒消し作用もあるそうです。インフルエンザとの関係も喉粘膜に
あるバリアは唾液が少ないと破壊され体内にウイルスが侵入。O-157を代表す
る食中毒でも、しっかり噛んで食物の表面積を増やし唾液で殺菌すると胃酸のス
イッチが入り、胃酸の強力な殺菌力で病原菌を死滅するそうです。確かに口呼吸
は良くないと聞きますが、もう少し考え直した方が良さそうな。日々のケア疲れ
で「はあ～」と溜息が出ますが、それも口が渇く一因とか。

【タイトル】　「体の不調は『唾液』を増やして解消する」
【著者】森昭　【出版社】㈱PHP研究所　【定価】本体1200円＋税

みなさんのご参考になれば幸いです。読めば参考になったり、反対に落ち込んだりする事も
あるかもしれませんが、頑張って前向きに捉えて行きましょう。

読んでみました！！ この書籍！！

TEL 06－6204－0002　FAX 06－6204－0052

今年も、公益財団法人日本アレルギー協会様よりご案内頂きました公開
講座に参加させて頂きました。皆さんもお馴染みのIgE抗体。その発見を
された石坂公成･照子先生が、米国のアレルギー学会に発表されたのが
1966年２月２０日でした。そして1995年、アレルギー協会様によって毎
年2月20日が「アレルギーの日」と制定され、全国で市民公開講座が開
催されています。2月18日(土)開催の大阪会場では、国立病院機構大阪
南医療センター小児科医長の井上徳浩先生による「食物アレルギーを
“治す”ために」、近畿大学医学部呼吸器･アレルギー内科准教授の岩永賢
司先生による「ぜん息との付き合い方、発作への対応と発作を予防する
ための対応」、藤田保健衛生大学医学部皮膚科学講座教授の矢上晶子先
生による「家庭で出来るアトピー性皮膚炎の取り組み」と題したご講演が
ありました。
ご講演開催の14時には、関係者席も急きょ来場者用に変更されるほど会
場は満席。アレルギー疾患への関心が高まっている、或いは患者さん数
が増えているように感じました。
井上徳浩先生によるエネルギッシュなご講演には、来場者の皆さんも真
剣な眼差しでペンを走らせておられました。食物アレルギーは陽性反応
が出ても食べられたり、一定量までは大丈夫なケースもあって、必要最低
限の除去とすること。また負荷試験でアレルゲンを整理しリスク管理をす
ること。アトピー性皮膚炎などの皮膚症状を改善することで食物アレル
ギー値を下げることが出来るケースもあるそうです。「毎日、安全に過ご
せるか」また「やりたいことが出来る生活」を目指して、患者さんやご家族
が治療においても主導権を持ってほしいとご講演頂きました。
喘息患者数は成人で約800万人とのご報告がありましたが、それ以外に
も、ちょっとした刺激で咳き込む。よく風邪をひく。夜布団に入った時の咳
なども喘息症状の可能性もあり、自分の喘息症状に気づかず生活してい
る方もおられるとのこと。
また、アトピー性皮膚炎のご講演では、軟膏の塗り方や石けんの使用方法
や選び方、そして保湿の重要性についてもお話頂きました。また治療の
ゴールは患者さん個々に違うこと。一歩一歩良くなるイメージで、決して
段飛ばしで一気に良くなる訳ではないので、長いスパンでいい皮膚にな
るよう医師と患者さんが目標を共有することも大切とご講演頂きました。
最後に、事前に寄せられた質問に先生方がご回答され、様々な質問10問
以上に丁寧なご回答で、開催時間を30分近くオーバーして閉会となりま
した。様々なアレルギー疾患は日々症状が良くなったり悪くなったり、皆さ
ん様々な苦労や不安を抱え生活されている現状を改めて感じながら会場
をあとにしました。

アレルギー疾患の発症の低年齢化や高齢有症者の増加、アレル
ギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎を併発する花粉症やアナフィラキ
シーを伴う食物アレルギーの急激な増加による労働損失をはじめ、保
育園・学校における負担増は社会的問題となってきています。これら
に対処するには、アレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎、食物アレ
ルギー、アトピー性皮膚炎、喘息という横断的な視点と、乳児→青少
年→中高年→高齢者という縦のライフサイクルを見据えた診療能力
を有する総合アレルギー医の存在が理想的とされていますが、現実
にはアレルギー科を標榜しているなかで日本アレルギー学会専門医
は30%とされており、非専門医が診察しているアレルギー疾患患者数
は専門医の倍になっているとも言われています。また、地域的にも専
門医の偏りは大きいようです。さらにアレルギー治療管理には専門性
の高い看護士・薬剤師・管理栄養士などによるチーム医療が重要と

いうこともあり、2008年にアレルギー疾患対策基本法策定が着手さ
れ、2014年6月に可決成立しました。これは、国としてのアレルギー施
策を長期的・継続的な視点で確立させるものです。
また、2009年度から始まったアレルギー医療に関わる専門コメディカ
ル育成のための「小児アレルギーエデュケーター」認定制度が、日本
小児難治喘息･アレルギー疾患学会（2017年5月より一社:日本小児
臨床アレルギー学会に名称変更）によって開始されました。対象者
は、看護師（准看護士を含む）、薬剤師、管理栄養士の資格を有し、
現在、臨床現場で小児アレルギー疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚
炎、食物アレルギーなど）の診療に小児科医とともに関わっている人と
され、臨床経験、アレルギー専門医（日本アレルギー学会認定）のもと
での被指導歴、指導症例実績の報告、基礎講習会受講歴、学術集
会参加歴、学会会員歴の必要条件があります。2015年5月時点で、
292名の小児アレルギーエデュケーターが活躍しています。

基本法の目的や定義、理念を抜粋し、まとめてみました。同法では、国
や地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他の医療関係者及
び学校等の設置者または管理者の責務についても明らかにされて
います。法律となったことで、患者さんやそのご家族の日常生活が、よ
り安心して暮せることを期待したいところです。
■ 目的：アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 アレルギー疾患を有する者が多数存在すること、アレルギー疾患に
 は急激な症状の悪化を繰り返し生じさせるものがあること、アレル
 ギー疾患を有する者の生活の質が著しく損なわれる場合が多いこ
 と等を鑑み、アレルギー疾患対策の一層の充実を図る。
■ 定義：「アレルギー疾患」とは、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、ア
 レルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーそ
 の他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局

 所的または全身的反応に係る疾患を指す。
■ 基本理念：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資
 するため、基本法施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策
 の総合的な実施により生活環境の改善を図る。居住する地域に
 関わらず、等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る
 医療を受けることができるようにする。適切な情報を入手することが
 でき、生活の質の維持向上のための支援を受けることができるよう
 体制を整備する。専門的、学術的または総合的な研究を推進し、重
 症化の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の
 成果を普及し、活用し、発展させる。
■ 国の責務：アレルギー疾患対策を総合的に策定し、実施する責務
 を有する。具体的には以下のような内容が述べられています。
● 大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品
 に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進、その他の生活
 環境の改善を図るための措置を講ずる。
● 専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の
 医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる。専門的なア
 レルギー疾患医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために
 必要な施策を講ずる。
● 医療的または福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有す
 る保健師、助産師、管理栄養士、栄養士、調理師等の育成を図る
 ために必要な施策を講ずる。
● 学校等の教員または職員、事業主等に対するアレルギー疾患を有
 する者及びその家族に対する相談体制を整備し、アレルギー疾患
 を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進する。
● アレルギー疾患医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療
 機器、再生医療等製品の治験が迅速かつ確実に行われる環境の
 整備のために必要な施策を講ずる。
■ 地方公共団体の責務：国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的
 に、地域の特性に応じた施策を策定し、実施するよう努める。
■ 医療保険者の責務：アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の
 軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努める。
■ 国民の責務：正しい知識を持ち、重症化の予防及び症状の軽減に
 必要な注意を払うよう努め、アレルギー疾患を有する者について正
 しい理解を深めるよう努める。
■ 医師等の責務：国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対
 策に協力し、重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努め、
 科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよ
 う努める。
■ 学校等の責務：学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援
 施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができな
 い児童、高齢者または障害者が居住しまたは滞在する施設は、国
 及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
 症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよ
 う努める。児童、高齢者または障害者に対し、適切な医療的、福祉
 的または教育的配慮をするよう努める。

同基本法は少なくとも5年ごとに基本方針に検討を加えて、必要があ
る時には変更することが定められており、厚生労働省に置かれている
「アレルギー疾患対策推進協議会」がその役割を担っています。協
議会の委員は、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する
者、アレルギー疾患医療に従事する者並びに学識経験のある者のう
ちから厚生労働大臣が任命することとされています。

2016年10月19日の日本経済新聞電子版によると、厚生労働省による
基本方針案を巡り、アレルギー患者側委員の一人は「全国どこでも
格差のないアレルギー医療を受けられるようにするのが基本法の
精神」であり、「今の指針案では、自治体や医療機関は何に取り組む
べきかイメージできない」と指摘しました。また、拠点病院の整備数が

指針案に盛り込まれていないことや、患者の症状や治療などのデータ
を集め、治療の質向上につなげる疫学研究についても具体的な
研究体制に触れられていないことが、医学界からも不満の声として
上がりました。日本アレルギー学会は「拠点病院は関東、九州などの
ブロックごとに最低1か所、できれば都道府県に各1か所は整備した
い」と提案し、「現在の研究班方式よりも国の関与を強め、予算や
体制を充実させてほしい」と要望しました。これに対し厚生労働省は、
指針案を修正して「患者や医師らの意向を踏まえた指針作りを進め
たい」としています。
同基本法では、全国どこでも科学的知見に基づいた適切な治療が
受けられるよう、拠点となる病院を整備することなどが柱になっており、
症状をきちんと抑えることで患者さんが安定した生活を送れるよう
対策の具体化が期待されます。実際、小児科の数が減り、アレルギー
の症状を持つ子どもが増えているなか、国は地域にアレルギーの
拠点病院を作ろうとしていますが、日々診療されているアレルギー
専門医は、「広域に拠点病院を1か所作ったところで、わざわざ通う
患者さんのことを考えると難しいケースもあるでしょうし、食物アレル
ギーに「食物経口負荷試験」は欠かせませんが、1日で負荷試験は
多くできないため、すぐに4、5カ月待ちになるようなことも予想されると
いうことなどなど、「拠点病院制度」がそれほど機能しないのでは？」と
懸念されています。
また、「小さな子どもは何かの症状があれば、まずは家の近くのクリ
ニックを受診するのが普通ですし、湿疹や食物アレルギーの赤ちゃん
が最初に受診した所でどのような対応を受けるかは、その子どもの
将来を左右することになるかもしれません。一部の非アレルギー専門
医がアレルギー診療に熱心でないことや、地域のアレルギーの患者
さんがどのようなことに困っているかについて知り、その具体的な対策
を検討すべき」とする声がアレルギー専門医からも上がっている
ようです。小さなお子さんがおられる夫婦共働きやシングルマザー、
土日祝日しか休みのない方もおられるでしょう。仕事を休んでしか
病院や医院に連れて行けないという現状もあるように感じます。患者
さんやそのご家族の生活に密着した制度になるよう、益々の議論を
お願いしたいところです。

インタビューにお伺いするドクターからも、確かにアレルギー患者さん
が増えている。また低年齢化が進んでいると聞きます。
また、関連学会や先生方の様々な論文でも同様のご意見をよく見か
けます。花粉症に至っては１歳児での発症もあるとのこと。
「今日、花粉症でしんどい」とは言えない乳児さんの場合、本当に可
哀そうです。ここからは、アレルギー総合ガイドライン2016年度版にま
とめられた様 な々アレルギー疾患の疫学についてまとめてみました。

 気管支喘息 
アンケート調査によると、世界56カ所、155拠点でのISAAC調査（6～
7歳と13～14歳での国際アンケート調査で、喘息では喘鳴の訴えを
中心に過去1年間の有症率を算出）によると、地域差が大きい結果が
出ており、喘息患者は開発途上国に少なく先進国に多いこと、意外に
思いますが寒冷地に少なく温暖地に多いと報告されています。日本
でも1994年と2003年に参加した結果、福岡市での調査結果ですが
13%程度と欧米先進国よりやや少ないことが示されています。
2008年10月の調査時点で、継続して受療している喘息患者は88万
9,000人（男43万8,000人、女45万1,000人）で減少傾向にありました。
ただ受療していない患者を考慮すると実際はもっと多いだろうと推測
されています。

■ 男女比と家族歴
 喘息患者の男女比は、世界的に若年齢ほど男性が多く、思春期
 以後は女性が多いようです。日本では、女性を１とした場合の男性
 の有症数は、乳児期（0～5歳）で1.4倍、幼児期（6～17歳）で1.0
 倍、18歳以上は0.8倍でした。
 また、喘息は遺伝要因と環境要因との相互作用で発症すると考え
 られ、喘息患者にはアレルギー疾患の家族歴を有する人が多いと
 されています。
■ 死亡率
 喘息死亡率（総数）は減少しており、1995年に増加したものの1997
 年から減少して2013年に総数1.4%と最低値になり、喘息死亡総数
 も1980年の6,370人が2013年に1,728人まで減少しました。男女の
 喘息死亡率は2006年を境に女性が男性より高率となり、喘息死亡
 率（総数）の年次推移は1996年から一層低下しています。
 喘息の年齢階級別死亡率は1996年以降、急激に低下し、最近5
 年ごとでは、ほぼ全年齢階級で喘息死亡率が低下しています。
 性別は、かつて喘息死の総数は男性が多かったものの2002年に
 逆転しました。人口10万人あたりの死亡率は2006年以降に女性が
 多くなり、2013年では男1.1%、女1.6%となっています。これは高齢者
 における女性の比率が高いためと考えられています。
■ 小児の死亡率
 小児の喘息死の動向を厚生労働省人口動態統計で見ると、0～4
 歳では近年順調に減少し、1987年頃から横這いでしたが、2002年
 には更に減少して2008年からは男女とも喘息死亡率は0.0～0.1%
 と安定した状態にあるようです。なお、アジアにおける小児の喘息
 死亡率の推移において日本の低下は顕著となっています。

 アレルギー性鼻炎 
日本では1960年代後半からアレルギー性鼻炎が増加しました。当初
はハウスダストやダニによる通年性アレルギー性鼻炎でしたが、最近
は都市部での花粉症の増加が著しくなっています。アレルギー性鼻
炎は大気汚染、栄養状態、ストレス社会など多くの因子が関与すると
推定されていますが、確証は得られていません。また、スギ花粉症患
者の増加は戦後、全国で植林されたスギが花粉生産能力の高い樹
齢となり、1995年以降では、以前よりも花粉飛散量が増加したからと
考えられています。
■ 有病率の年度比較
 1998年と2008年を比較すると、アレルギー性鼻炎全体の有病率が
 増加し、スギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超え
 ました。

■ 年齢層別有病率
 「鼻アレルギー診療ガイドライン2016」によると、年齢層別では、10代 
 と20代の通年性アレルギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉
 症の有病率は同数程度でした。また、20代までは通年性アレル
 ギー性鼻炎・スギ花粉症・スギ以外の花粉症の順に有病率が高く、 
 30代以降はスギ花粉症の有病率が通年性アレルギー性鼻炎を超 
 えていました。
■ 都道府県別有病率
 ちょっと気になりますね。過去に「空気のよい田舎に引っ越しました」 
 という患者さんもおられました。先程の喘息の疫学でも先進国に
 多く、発展途上国に少ないとなると大気汚染が大きな原因なのかも 
 しれません。アレルギー性鼻炎も大気汚染の影響も大きいと思いま 
 すが、都道府県レベルの広域な比較では、ちょっと傾向までは確認 
 出来ない結果のようです。47都道府県一覧が掲載出来ればよい
 のですが、有症率の高い1位～５位と低い47位～43位を抜粋して
 みました。

抜粋で申し訳ありませんが「何処へ行けば花粉が少ないの？」とは、
都道府県の統計では判断できませんね。スギの木自体が少ない北海
道は、確かに全国で最もスギ花粉症が少なくなっていますが、反面、
北海道ではシラカンバ（白樺）による花粉症が知られています。また、
全国で見ると通年性アレルギー性鼻炎の平均が23.4%、スギ花粉症
が26.5%の有病率となっています。
■ 地域別陽性抗原
 何となくアレルゲンは判っているつもりですが、疫学的に統計された 
 ものは、あまり見かけません。地域別の陽性抗原の調査結果を見る 
 と、近畿ではヤケヒョウヒダニ（62.6％）、ハウスダスト（64.6%）、スギ
 （57.6%）、ハンノキ（23%）、カモガヤ（36.7%）、ヨモギ（26.6%）、ブタ
 クサ（18%）、ネコ皮屑（26.2%）、イヌ皮屑（22%）、カビ（15.2%）、ゴキ 
 ブリ（10.4%）、ユスリカ（11%）、ガ（28%）でした。ユスリカとはハエ目
 に属する昆虫の総称で、成虫は蚊によく似た大きさや姿をしている
 ものの刺すことはありません。
 また、ユスリカが抗原に当たるかは賛否が分かれるそうです。なお、
 この調査結果は通院アレルギー性鼻炎患者のRAST陽性率であ
 り、必ずしも発症抗原ではないとのことです。

 アレルギー性結膜炎 
よくアトピー性皮膚炎のお子さんがおられるお母さんから、「目の廻りも
赤くて、いつも掻いています」など、ご相談を頂きますが、皮膚炎にば
かり気をつけておられ目に対するケアが疎かになっているようにも感じ
ます。以前、眼科医の先生を取材させて頂いた時、合併症であるアト
ピー性眼瞼炎やアトピー性白内障など、特有の疾病もお聞きしました。
視力にも関わりますから定期的な眼科の受診も日常として下さい。
■ 年齢層別・男女別有症率
 厚生省アレルギー総合事業疫学調査班による1993年の調査結果
 によると、両眼の眼掻痒感を持つ人は、全人口のうち小児（15歳未
 満）16.1%、成人21.1%、医師によりアレルギー性結膜疾患と診断
 された人は小児12.2%、成人14.8%でした。この調査結果より、全人
 口の約15～20%がアレルギー性結膜疾患を有すると推定されて
 います。
 また、年齢分布としては、10歳代にピークがあり、加齢に伴い減少
 しています。男女別では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）と通
 年性アレルギー性結膜炎（PAC）では女性が男性の約2倍で、一
 方、春季カタル（VKC）では男性が女性の2倍となっています。
■ 自覚症状
 1993～1995年にかけて行われた日本眼科医会アレルギー眼疾患
 調査研究班による疫学調査によると、各病型ともに眼掻痒感、眼充
 血、眼脂（目やに）、異物感が多く、季節性アレルギー性結膜炎
 （SAC）ではくしゃみや鼻汁、鼻閉などアレルギー性鼻炎の症状が
 多く見られました。
 症状が見られる順位では、季節性アレルギー性結膜炎（SAC）で
 は、1位/掻痒感、2位/くしゃみ、3位/鼻汁、4位/充血、5位/鼻閉。 
 通年性アレルギー性結膜炎（PAC）では、1位/掻痒感、2位/充血、
 3位/くしゃみ、4位/鼻汁、5位/眼脂。春季カタル（VKC）では、1位/
 掻痒感、2位/充血、3位/眼脂、4位/鼻閉・皮膚掻痒（ほぼ同率）
 でした。

 アトピー性皮膚炎 
まさか日本だけとは皆さんも思っておられないと思いますが、「アトピー
は日本だけですか？」という質問も時々頂きます。四季が無い国や地

方でも有症者は存在するようです。この調査結果も、意外と思う国に
多かったり少なかったり。
皆さんがあまりお目にかからない調査結果かもしれません。
アトピー性皮膚炎の有症率を世界的な規模で調べたものですが、
1994～1996年と20年以上も前の調査。この辺りも先程の法律の責務
で、近日値が知りたいところです。
■ 世界の有症率
 調査は56カ国で実施されたアンケートで、6～7歳児では90都市・ 
 256,410人、13～14歳児では153都市・458,623人が対象となって
 います。それによると、有症率は概してオセアニアや北欧では高く、
 アジアや東欧では低くなっていました。中国からアジアを経て東地
 中海地方から東欧に至るまで有症率の低い地域が帯状に存在
 し、一方、有症率が高い国は、日本を含む工業先進国で多くなって
 いるとされています。
 日本の有症率は福岡でのデータのようですが、6～7歳が16.9%、13
 ～14歳が10.5%と比較的高い値を示しています。その結果（多い・
 少ない国を１～5位まで）をまとめました。なお、日本は6～7歳では
 有症率が2位、13～14歳では9位となっていました。

■ 成人での有症率
 2000～2008年度厚生労働科学研究によると、成人のアトピー性皮
 膚炎有症率は20代が10.2%、30代が8.3%、40代が4.1%、50＋60代
 が2.5%となっています。性別では男性が5.4%、女性が8.4%と女性
 が高く、特に20代の女性で高い傾向が見られました。
■ 重症度
 重症度については、幼児期より学童期において症状が悪化する傾
 向が見られました。重症以上の占める割合では、小学1年生で
 1.7%、小学6年生で2.2%、大学生で5.5%と年齢が上がるにつれ上
 昇する傾向が認められたという報告もあります。学童期においては
 都市部・郊外部間及び男児・女児間で重症度の割合に明らかな差 
 は見られなかったとされています。
■ 有症率の推移重症度
 厚生労働省母子保健研究による1992年度の全国の医師の診察
 による乳幼児でのアトピー性皮膚炎有症率調査によると、1歳6カ月
 では5.3%、3歳では8%であり、他の調査結果と合わせると、乳幼児
 のアトピー性皮膚炎は増加している可能性があることがわかりま
 した。
 また、西日本小学児童におけるアンケート調査では、1992年に比べ
 て2002年におけるアトピー性皮膚炎有症率は、17.3%から13.8%に
 減少していましたが、京都府で行われた7～15歳を対象にした調
 査では、1996年に比べて2006年では有症率は、4.2%から5.6%に
 増加していました。

 食物アレルギー 
日本では、乳児の約5～10%、幼児の約5%、学童期の約1.5～3%が
食物アレルギーだと考えられています。食物アレルギーの頻度は乳幼
児期に最も高く、加齢とともに有病率は著明に減少するため、成人で
の疫学調査はないとされています。
原因食物の内訳（摂取後60分以内に症状が出現し、かつ医療機関
を受診した患者）については、鶏卵が38.3%、牛乳15.9%、小麦8%、甲
殻類・果物類6%、ソバ5%、魚類4%、ピーナッツ・魚卵3%、大豆・ナッツ
類・肉類2%、その他6%となっています。（詳しくは2016年5-6月号の「あと
ぴぃなう」にも掲載しています。協会ＨＰより閲覧可能。）
■ 喘息を合併する場合
 小児喘息における食物アレルギーの頻度は報告者により異なりま
 すが、小児喘息の5.7%に食物による喘息症状が認められるという
 報告や、乳幼児期の喘鳴を呈する小児17.8%に食物の関与が認
 められるとする報告もあります。原因食物としては鶏卵や牛乳、小
 麦などが挙げられています。
■ アレルギー性鼻炎を合併する場合
 交叉抗原性を有する食物による口腔アレルギー症候群（OAS）に 
 おいて咽頭喉頭部の刺激感や掻痒とともに鼻汁やくしゃみなどの
 鼻炎症状を生ずることもあります。生の野菜や果物で起こることが
 多く、代表的なものとして、シラカンバ花粉症患者におけるリンゴや
 ナシ、モモ、サクランボ、キウイフルーツ、ヘーゼルナッツ、セロリ、ニン
 ジンなどのOASが知られています。
■ アトピー性皮膚炎を合併する場合
 基本原則は、正確な原因食品の必要最小限の除去とされていま
 す。年齢によって関与するアトピー性皮膚炎の悪化因子は異なり、
 食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎は乳児期に多く、加
 齢とともにその頻度は低下します。ただ他の原因・悪化因子も同時
 に関与していることも多いため、原因食品の除去だけではなく他の
　対処も必要となります。
 授乳中の母親が摂取した食物アレルゲンは微量ながら母乳中に
 分泌されるため、母乳栄養児では経母乳的に感作が成立し、母親
 の食物除去でアトピー性皮膚炎が改善、母親が摂取後に哺乳す
 るとアレルギー症状が誘発されることもあり、経母乳負荷試験による
 確認が必要となるケースもあるようです。また低蛋白血症は、主と
 してアトピー性皮膚炎が重症のため皮膚からの漏出によって引き
 起こされます。なかには離乳食を進めることができず、結果として低
 栄養に陥っていることもあります。必要がない過剰な食事制限、離
 乳食開始遅延、間違った民間療法が原因である乳児もいるよう
 です。アトピー性皮膚炎の重症化を防ぐには早期介入が重要です。
 ①　早期からの適切なステロイド軟膏塗布とスキンケア。 
 ②　必要最小限の食物除去と摂取可能食品による栄養確保。
 ③　成長（体重・身長）・発達のチェック。
 ④　保護者、特に母親に対する心理的サポートなどが重要。

 ラテックスアレルギー 
人類が天然ゴムを利用し始めたのは紀元前に遡るようです。柔らかく
て弾力性があり加工もしやすいため、手袋や玩具、家具や靴などの日
用品から医療用の手袋、カテーテルなどに幅広く使用されています。
天然ゴムであるラテックスは多くのタンパク質を含有し、人の皮膚や粘
膜との接触が多くなることで感作が起こり、アレルギーを発症します。
アメリカでは1988～1992年の5年間に1,000件以上のラテックスアナ
フィラキシー症例の報告があり、死亡例が15例報告されています。日
本での死亡例報告はありませんが、アナフィラキシーショックの報告は
毎年あり、医療従事者ではアレルギー有症率が、1.1～13.8%という調
査結果もあります。もちろん、医療従事者以外でも、食品関係業、清掃
業、製造業などの従事者は注意が必要です。
米食品医薬品局（FDA）は2016年12月19日、「使用する医療従事者
と患者の双方の健康に有害」としてパウダー付き手袋の使用を禁止
すると発表しました。これは、ラテックス製手袋の場合、着脱時にラテッ
クスを吸着したパウダーが空気中に浮遊しやすく、それを吸い込むこ
とでアレルギー反応を誘発すると指摘されているからです。
医療従事者、アトピー体質の人､勿論手袋を使う頻度が高い職業の

人は、ラテックスアレルギーになるリスクが高いと考えられています。ま
た、アボカド、バナナ、クリ、キウイフルーツの食物アレルギーを有する人
は、ラテックスアレルゲンと交差反応性があるため注意が必要です。
（ラテックス-フルーツ症候群）
さらに近年、医療用の手袋を使用することで、ラテックスアレルギー以
外にも化学物質による接触皮膚炎の報告も増えています。これは加
硫促進剤が主要なアレルゲンであり、非ラテックス性手袋でも起きて
いるようです。

 アナフィラキシー 
2013年度に文部科学省によって行われた「学校生活における健康
管理に関する調査」では、アナフィラキシーの既往を持つ子どもの割
合は小学生で0.6%（28,280人）、中学生0.4%（10,254人）、高校生
0.3%（4,245人）でした。アナフィラキシーにより死に至る確率は患者10
万人当たり1.35～2.71人、0～19歳では3.25人と報告されています。

アナフィラキシーの誘因としては、人口の0.36%がハチ毒過敏症状を
持っており、林野庁営林局（現森林管理局）の職員では、67.5%にハ
チ刺傷歴があり、ショック症状は11.8%と報告されています。
食物については、日本では鶏卵、乳製品、小麦、ソバ、ピーナッツの順
に多くなっており、ショック症状を誘発した原因食物としては、これらが
全体の約81%を占めていました。
また先程のラテックスアレルギーでは、30～50%の人が、クリやバナナ、
アボカド、キウイフルーツなどを摂取した際にアナフィラキシー、喘息、
蕁麻疹、口腔アレルギー症候群などの即時型アレルギー反応が起こ
ることがあるとされています。
またアレルギー免疫療法でも、皮下注射法の場合には増量時に生じ
やすいとされています。さらに、食物アレルギーの経口免疫療法もや
はりドクターの指導のもと行うことが原則です。

法律の成立･施行で、今まで以上にアレルギー疾患に対しての配慮
や対策を期待したいところです。現実的には、人気の病院や医院に
患者さんが集中。午前中に予約電話を入れたら「夕方６時に来てくだ
さい」と云われるケースも。医院に着くと別の方からの電話に「夜8時
に来てください」と看護師さんのご対応。先生は一日何人診察？何時
間労働？ちょっと小児科先生の身体が心配に思ったことも。確かに、ア
レルギー専門医資格を有する先生方の均てん化は早急にお願いし
たいところですね。ホテルの部屋が喫煙・禁煙ルームに分かれて久し
いですね。またアレルギー対応食のレストランも増えてきましたが、その
反面、誤食事故も増えているように感じます。化学物質過敏症の方や
喘息の方には、アレルギー対応ルームのホテルは出来ないでしょうか。
勿論アトピー性皮膚炎の方対応のバスタオルや寝具も揃ってます。な
んて配慮は企業レベルでしょうから、まだまだ先のお話かもしれませ
ん。法律出来たから「花粉症なので会社休みます。」「私アレルギーな
んだから気を付けてよ!」とならないよう、しっかりケアすることが患者さ
んの責務なのかもしれませんね。
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